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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉側ロック爪を挿入する開口部を設けた外箱と、その外箱内への前記扉側ロック爪の挿
入動作でそれと係合するロック部材と、そのロック部材との係合位置への前記扉側ロック
爪の挿入動作で動作する第１スイッチと、その第１スイッチの動作出力に基づいて可動鉄
心を吸引するソレノイドと、吸引方向への前記可動鉄心の動作で前記ロック部材と係合し
てその前記扉側ロック爪との非係合位置への動作を阻止するロック保持部材と、そのロッ
ク保持部材と前記ロック部材とが係合する吸引位置への前記可動鉄心の動作で動作する第
２スイッチを備え、前記外箱が、前記開口部を開閉する蓋体を備え、その蓋体が、復帰バ
ネで閉方向に常時付勢されて前記開口部を閉じ、前記外箱内への前記扉側ロック爪の挿入
動作で開動して前記開口部を開くことを特徴とする扉ロック装置。
【請求項２】
　前記外箱は、その上面に開口部を設けると共に、内部を上下２層に仕切る隔壁を設け、
上層に前記ロック部材及び前記ロック保持部材を設置し、下層に前記各スイッチ及び前記
ソレノイドを設置する請求項１に記載の扉ロック装置。
【請求項３】
　前記外箱は、前記隔壁とその周縁から上下両側に延びる側壁とを設けた断面形状がＨ形
の箱本体と、その箱本体の開放上面を覆うと共に、前記開口部をコーナー部に片寄せて設
けた上蓋と、前記箱本体の開放下面を覆う底蓋からなる請求項２に記載の扉ロック装置。
【請求項４】
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　前記外箱は、前記ロック部材との係合位置への前記扉側ロック爪の挿入動作で押し下げ
る前記第１スイッチの操作部を前記開口部と対向する前記上層の底部側に突出させる上下
層間の第１連通孔を前記隔壁に設け、その第１連通孔からの前記下層側への浸水を防ぐパ
ッキンを備える請求項３に記載の扉ロック装置。
【請求項５】
　前記外箱は、前記可動鉄心の動作に連動して動作する前記ロック保持部材の操作部を前
記ロック保持部材と対向する前記上層の底部側に突出させる上下層間の第２連通孔を前記
隔壁に設け、その第２連通孔の開口位置が、前記第１連通孔の開口位置より上方である請
求項４に記載の扉ロック装置。
【請求項６】
　前記外箱は、前記上層のコーナー部を仕切って前記開口部の下側に扉側ロック爪挿入室
を形成すると共に、その扉側ロック爪挿入室の一側をその最上部で前記扉側ロック爪挿入
室外に連通させる前記扉側ロック爪挿入室内外の連通部を設け、その連通部から前記扉側
ロック爪挿入室に前記扉側ロック爪との前記ロック部材の係合部を突出させる請求項５に
記載の扉ロック装置。
【請求項７】
　前記外箱は、前記扉側ロック爪挿入室外の前記上層を前記連通部の近傍で部分的に前記
下層よりも外側に張り出す張出部を形成し、その張出部の底部側にドレン孔を設ける請求
項６に記載の扉ロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉を有し、それが閉じているときに仕事をする洗濯機、乾燥機、食器洗い機
等に好適な扉ロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の扉ロック装置は、扉を閉じたときに扉側ロック爪を挿入する開口部を設けた１層
構造の外箱内に、扉側ロック爪をロックするロック機構、そのロック状態を検知するスイ
ッチ、そのスイッチの出力に基づいて駆動するソレノイド、そのソレノイドで動作してロ
ック機構のロック状態を保持するロック保持機構、そのロック保持状態を検知するスイッ
チ等が設置されていた（特許文献１、２参照）。
【特許文献１】特開平１０－２８６３９４号公報
【特許文献２】特開２０００－２７５０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、外箱の開口部から内部に水が入り、それが各スイッチ及びソレノイド等
の電装部品へ伝い漏電する可能性が高いという問題があった。
【０００４】
　本発明の目的は、外箱の開口部から内部に水が入るのを抑えることができる防水性の扉
ロック装置を提供することにある。
【０００５】
　また、外箱の開口部から内部に水が入っても、それが電装部品へ伝い漏電する可能性が
低い防水性の扉ロック装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明の扉ロック装置は、扉側ロック爪を挿入する開口部を
設けた外箱と、その外箱内への前記扉側ロック爪の挿入動作でそれと係合するロック部材
と、そのロック部材との係合位置への前記扉側ロック爪の挿入動作で動作する第１スイッ
チと、その第１スイッチの動作出力に基づいて可動鉄心を吸引するソレノイドと、吸引方
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向への前記可動鉄心の動作で前記ロック部材と係合してその前記扉側ロック爪との非係合
位置への動作を阻止するロック保持部材と、そのロック保持部材と前記ロック部材とが係
合する吸引位置への前記可動鉄心の動作で動作する第２スイッチを備え、前記外箱が、前
記開口部を開閉する蓋体を備え、その蓋体が、復帰バネで閉方向に常時付勢されて前記開
口部を閉じ、前記外箱内への前記扉側ロック爪の挿入動作で開動して前記開口部を開くこ
とを特徴とする。
【０００７】
　本発明の扉ロック装置では、前記外箱は、その上面に開口部を設けると共に、内部を上
下２層に仕切る隔壁を設け、上層に前記ロック部材及び前記ロック保持部材を設置し、下
層に前記各スイッチ及び前記ソレノイドを設置することが望ましい。
【０００８】
　前記外箱は、前記隔壁とその周縁から上下両側に延びる側壁とを設けた断面形状がＨ形
の箱本体と、その箱本体の開放上面を覆うと共に、前記開口部をコーナー部に片寄せて設
けた上蓋と、前記箱本体の開放下面を覆う底蓋からなることが望ましい。
【０００９】
　前記外箱は、前記ロック部材との係合位置への前記扉側ロック爪の挿入動作で押し下げ
る前記第１スイッチの操作部を前記開口部と対向する前記上層の底部側に突出させる上下
層間の第１連通孔を前記隔壁に設け、その第１連通孔からの前記下層側への浸水を防ぐパ
ッキンを備えることが望ましい。
【００１０】
　前記外箱は、前記可動鉄心の動作に連動して動作する前記ロック保持部材の操作部を前
記ロック保持部材と対向する前記上層の底部側に突出させる上下層間の第２連通孔を前記
隔壁に設け、その第２連通孔の開口位置が、前記第１連通孔の開口位置より上方であるこ
とが望ましい。
【００１１】
　前記外箱は、前記上層のコーナー部を仕切って前記開口部の下側に扉側ロック爪挿入室
を形成すると共に、その扉側ロック爪挿入室の一側をその最上部で前記扉側ロック爪挿入
室外に連通させる前記扉側ロック爪挿入室内外の連通部を設け、その連通部から前記扉側
ロック爪挿入室に前記扉側ロック爪との前記ロック部材の係合部を突出させることが望ま
しい。
【００１２】
　前記外箱は、前記扉側ロック爪挿入室外の前記上層を前記連通部の近傍で部分的に前記
下層よりも外側に張り出す張出部を形成し、その張出部の底部側にドレン孔を設けること
が望ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の扉ロック装置によれば、前記外箱が、前記開口部を開閉する蓋体を備え、その
蓋体が、復帰バネで閉方向に常時付勢されて前記開口部を閉じ、前記外箱内への前記扉側
ロック爪の挿入動作で開動して前記開口部を開くから、扉側ロック爪が挿入されていない
とき（扉が開いているとき）は、蓋体が、常時開口部を閉じて、外箱の開口部から内部に
水が入るのを抑えることができる。
【００１４】
　前記外箱は、その上面に開口部を設けると共に、内部を上下２層に仕切る隔壁を設け、
上層に前記ロック部材及び前記ロック保持部材を設置し、下層に前記各スイッチ及び前記
ソレノイドを設置する、すなわち、外箱内を上下２層にし、開口部がある上層と仕切られ
た下層に電装部品を設置する構成を採用することにより、外箱の開口部から内部に水が入
っても、それが電装部品へ伝い漏電する可能性を低減できる。
【００１５】
　前記外箱は、前記隔壁とその周縁から上下両側に延びる側壁とを設けた断面形状がＨ形
の箱本体と、その箱本体の開放上面を覆うと共に、前記開口部をコーナー部に片寄せて設
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けた上蓋と、前記箱本体の開放下面を覆う底蓋からなる構成を採用することにより、従来
の１層構造の外箱を２つ一体化して構成するものに比べ、より少ない部品点数で外箱内を
上下２層化でき、その上下２層化による装置高さの増大を抑えることができる。また、上
下層間での構成部品の位置精度が良く、上下層間での動作伝達がスムーズで良好な動作特
性を得ることができる。
【００１６】
　前記外箱は、前記ロック部材との係合位置への前記扉側ロック爪の挿入動作で押し下げ
る前記第１スイッチの操作部を前記開口部と対向する前記上層の底部側に突出させる上下
層間の第１連通孔を前記隔壁に設け、その第１連通孔からの前記下層側への浸水を防ぐパ
ッキンを備える構成を採用することにより、外箱の開口部から内部に水が入っても、それ
が電装部品へ伝い漏電する可能性をさらに低減できる。
【００１７】
　前記外箱は、前記可動鉄心の動作に連動して動作する前記ロック保持部材の操作部を前
記ロック保持部材と対向する前記上層の底部側に突出させる上下層間の第２連通孔を前記
隔壁に設け、その第２連通孔の開口位置が、前記第１連通孔の開口位置より上方である構
成を採用することにより、外箱の開口部から内部に水が入っても、それが電装部品へ伝い
漏電する可能性をさらに低減できる。
【００１８】
　前記外箱は、前記上層のコーナー部を仕切って前記開口部の下側に扉側ロック爪挿入室
を形成すると共に、その扉側ロック爪挿入室の一側をその最上部で前記扉側ロック爪挿入
室外に連通させる前記扉側ロック爪挿入室内外の連通部を設け、その連通部から前記扉側
ロック爪挿入室に前記扉側ロック爪との前記ロック部材の係合部を突出させる構成を採用
することにより、連通部が扉側ロック爪挿入室の一側の最上部にあり、しかも、ロック状
態では連通部にロック部材の係合部が嵌り込み栓機能を発揮するから、浸水を上層の扉側
ロック爪挿入室に止め、外箱の開口部から内部に水が入っても、それが電装部品へ伝い漏
電する可能性をさらに低減できる。
【００１９】
　前記外箱は、前記扉側ロック爪挿入室外の前記上層を前記連通部の近傍で部分的に前記
下層よりも外側に張り出す張出部を形成し、その張出部の底部側にドレン孔を設ける構成
を採用することにより、上層の扉側ロック爪挿入室から連通部を通して扉側ロック爪挿入
室外に浸水しても、連通部の近傍にあるドレン孔から直ちに外箱の外部に排水でき、外箱
の開口部から内部に水が入っても、それが電装部品へ伝い漏電する可能性をさらに低減で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明の一実施の形態に
係る扉ロック装置の分解図、図２（Ａ）は同扉ロック装置の平面図、図２（Ｂ）は同扉ロ
ック装置の側面図、図３は同扉ロック装置の上蓋除去状態の平面図、図４は同扉ロック装
置の底蓋除去状態の底面図、図５は同扉ロック装置のロック機構部の断面図、図６は同扉
ロック装置のロック保持機構部の断面図、図７は同扉ロック装置のロック状態を示す上蓋
及び蓋体除去状態の平面図、図８は同扉ロック装置のロック状態を示すロック機構部の断
面図、図９は同扉ロック装置のロック状態を示すロック保持機構部の断面図である。なお
、以下の説明では図１における矢印ａ－ｂ方向を扉ロック装置の上下方向、矢印ｃ－ｄ方
向を扉ロック装置の前後方向、矢印ｅ－ｆ方向を扉ロック装置の左右方向とする。
【００２１】
　図１乃至図６に示すように、本実施の形態の扉ロック装置は、係合孔１を有する扉側ロ
ック爪２を挿入するための比較的大きな矩形状の開口部３を上面に設けた合成樹脂製で略
直方体状の外箱４を備えている。
【００２２】
　外箱４は、矩形状の隔壁５（外箱４内の上下方向の間仕切り）とその周縁から上下両側
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に延びる四角筒状の側壁６とを一体に設けた断面形状がＨ形の箱本体７と、その箱本体７
の開放上面を覆うと共に、開口部３を左前側のコーナー部に片寄せて設けた縁付きの上蓋
８と、箱本体７の開放下面を覆う縁付きの底蓋９とからなり、内部を隔壁５で上下２層１
０，１１に仕切っている。
【００２３】
　上蓋８は、その縁部から下方に突出して設けた係合爪１２を、側壁６の上部外面に突出
して設けた係合部１３にその下側から係合させた状態で箱本体７の上部に装着し、かつ、
ビス１４で箱本体７の上部に締付けて、箱本体７に対して着脱自在に取り付けている。
【００２４】
　底蓋９は、その縁部から上方に突出して設けた係合爪１５を、側壁６の下部外面に突出
して設けた係合部１６にその上側から係合させた状態で箱本体７の下部に装着し、かつ、
ビス１７で箱本体７の下部に締付けて、箱本体７に対して着脱自在に取り付けている。
【００２５】
　外箱４には、その上面に開口部３への扉側ロック爪２の挿入ガイド１８とロック強制解
除用の操作口１９を設け、後側面にロック解除用の操作口２０を設けている。挿入ガイド
１８は、上蓋８の開口部３の周囲から立ち上げた矩形状の開口枠の内面に形成した下窄ま
りの載頭四角すい面でなり、ロック強制解除用の操作口１９は、上蓋８の開口部３の後側
に設けた内外面貫通の円形の小孔の周囲から立ち上げた円筒でなり、ロック解除用の操作
口２０は、箱本体７と上蓋８の接合面に設けた割筒でなる。
【００２６】
　そして、外箱４内の上層１０に、ロック部材である回転レバー２１、ロックバネである
トーションバネ２２、ロック解除部材である解除ピン２３、ロック保持部材であるシーソ
ー形の可動アーム２４、その復帰バネである板バネ２５、ロック強制解除部材である強制
解除ボタン２６を設置し、外箱４内の下層１１に、配線接続用のコネクタであるソケット
２７付きの第１スイッチ２８、その操作部材（第１操作部材）である押圧レバー２９、そ
の復帰バネである圧縮コイルバネ３０、第１スイッチ２８の押圧部材である板バネ３１、
配線接続用のコネクタであるソケット３２付きの自己保持型（電源を切っても吸引状態を
保持し続ける）のソレノイド３３、配線接続用のコネクタであるソケット３４付きの第２
スイッチ３５、可動アーム２４及び第２スイッチ３５の操作部材（第２操作部材）である
スライドレバー３６、第２スイッチ３５の押圧部材である圧縮コイルバネ３７を設置して
、当該扉ロック装置を構成するもので、次に、外箱４の内部構造について説明する。
【００２７】
　箱本体７の上層１０側には、回転レバー２１の取付部であるボス部３８と、回転レバー
２１の支え部３９と、回転レバー２１の回転量規制ピン４０と、上層１０のコーナー部を
仕切って開口部３の下側に扉側ロック爪挿入室４１を形成すると共に、その扉側ロック爪
挿入室４１の一側をその最上部で扉側ロック爪挿入室４１外に連通させる扉側ロック爪挿
入室４１内外の連通部４２を設けるための上層１０内のコーナー仕切り４３，４４，４５
（上層１０内の平面方向の間仕切り）と、回転レバー２１の係合方向のストッパー４６と
、トーションバネ２２のバネ座４７と、可動アーム２４の取付部であるＵ字形の軸受溝４
８と、板バネ２５の取付部である圧入溝４９と、強制解除ボタン２６の取付部である嵌合
溝５０を設けている。
【００２８】
　ボス部３８は、上層１０の底部側にある隔壁５から上層１０内の略中央部に突出し、支
え部３９は、隔壁５を部分的に上面が凸、下面が凹になるように形成した隔壁５の凸部で
あって、隔壁５から上層１０内の前側に突出している。回転量規制ピン４０は、支え部３
９の上面略中央部から上方に突出している。
【００２９】
　コーナー仕切りは、開口部３の下側にある上層１０の左前側のコーナー部を囲うＬ形の
仕切りであり、その一片（上層１０内の左右方向の間仕切り部）を、支え部３９の左側面
４３と、支え部３９の左端部を前後から挟むように隔壁５から上層１０内に立ち上げるＬ
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形の第１仕切り壁４４の一片及びＩ形の第２仕切り壁４５で形成し、他片（上層１０内の
前後方向の間仕切り部）を、Ｌ形の第１仕切り壁４４の他片で形成して、扉側ロック爪挿
入室４１を形成している。また、第１仕切り壁４４及び第２仕切り壁４５を上層１０の周
囲にある側壁６と略同じ高さにするのに対し、支え部３９を１仕切り壁４４及び第２仕切
り壁４５よりも低くして、連通部４２を設けている。
【００３０】
　ストッパー４６は、第１仕切り壁４４の先端上部と第２仕切り壁４５の先端上部から支
え部３９の上面側に延出し、連通部４２の両側から扉側ロック爪挿入室４１外に突出させ
る第１仕切り壁４４と第２仕切り壁４５の延長部でなる。バネ座４７は、第１仕切り壁４
４の他片を一片を越えてさらに上層１０の内方に延出した第１仕切り壁４４の延長部でな
る。
【００３１】
　軸受溝４８は、上層１０内の左上側で隔壁５から離した上層１０内の上部に、前後方向
に所定の間隔をあけて配置し、圧入溝４９は、上層１０内の右上側で隔壁５から離した上
層１０内の上部に配置し、嵌合溝５０は、扉側ロック爪挿入室４１と軸受溝４８の間の上
層１０内で上層１０の左側の側壁６の内面に上下方向に形成している。
【００３２】
　ここで、開口部３に対向する上層１０の底部側、すなわち、扉側ロック爪挿入室４１の
底部側にある隔壁５には、連通部４２に近い右端で、連通部４２の前後幅内の前部と後部
の２箇所に、上下層間の第１連通孔５１を設けている。
【００３３】
　また、上層１０の左後側の底部側にある隔壁５には、上下層間の第２連通孔５２を設け
ている。第２連通孔５２は、平面視で上層１０の左端から前後の軸受溝４８の間に至る左
右方向に長い矩形状に形成されている。
【００３４】
　第２連通孔５２の開口位置である上層１０の左後側の底部側にある隔壁５は、第１連通
孔５１の開口位置である扉側ロック爪挿入室４１の底部側にある隔壁５より上方にある。
【００３５】
　さらに、外箱４は、扉側ロック爪挿入室４１外の上層１０を連通部４２に近い前側中央
部で、部分的に、下層１１よりも前側に張り出す張出部５３を形成し、その張出部５３の
底部側における最も下層１１から離れた箇所、すなわち、張出部５３の前側にある側壁６
の最下部に内外面貫通のドレン孔５４を設けている。
【００３６】
　そして、回転レバー２１は、その一端側に鉛直方向（上下方向）の支点軸５５を設け、
その支点軸５５をボス部３８に回転自在に嵌め込むと共に、回転レバー２１の他端側を支
え部３９の上側に配置し、回転レバー２１の一端側をボス部３８で下側から摺動自在に支
え、回転レバー２１の他端側を支え部３９で下側から摺動自在に支えて、回転レバー２１
を、その他端側が左右方向に揺動するように、支点軸５５を中心に回転自在に上層１０内
の上部に設置している。
【００３７】
　回転レバー２１は、支点軸５５を中心とする円周上に内外面貫通の円弧状の回転量規制
長孔５６を設け、その回転量規制長孔５６に回転量規制ピン４０を挿入して、回転レバー
２１を回転量規制長孔５６の範囲内で回転させるようにしている。
【００３８】
　回転レバー２１は、その一端側にトーションバネ２２のバネ座５７を設けている。トー
ションバネ２２は、そのコイル部を回転レバー２１の上面側で支点軸５５の外側に遊嵌し
、トーションバネ２２の一端部を箱本体７側のバネ座４７に当接させると共に、トーショ
ンバネ２２の他端部を回転レバー２１のバネ座５７に当接させて、回転レバー２１を係合
方向（右回り；時計回り）に常時付勢し、回転レバー２１の他端側左端部をストッパー４
６に押し付けて、回転レバー２１を図７及び図８に示す扉側ロック爪２との係合位置に保
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持している。
【００３９】
　回転レバー２１は、扉側ロック爪２の係合孔１に挿入可能な係合部５８を設け、その係
合部５８を、回転レバー２１の他端側左端部における上下２箇所のストッパー４６との当
接部の間から突出し、回転レバー２１が図７及び図８に示す係合位置にあるときに連通孔
４１から扉側ロック爪挿入室４１の最上部に突出させ、扉側ロック爪挿入室４１の底部側
にある後側の第１連通孔５１と対向させている。係合部５８の上部には、扉側ロック爪２
による押圧を水平方向（右方向）の押圧に変換するための傾斜部５９を設けている。
【００４０】
　回転レバー２１は、その一端側に解除ピン２３の取付部である鉛直方向の連結軸６０を
設けている。解除ピン２３は、ロック解除用の操作口２０に摺動自在に挿通し、上層１０
内の解除ピン２３の一端に設けた連結環６１を回転レバー２１の連結軸６０に回転自在に
嵌合連結して、回転レバー２１の回転に連動して前後方向に摺動自在に上層１０内の右後
側における上部に設置している。
【００４１】
　外箱４の外部に突出する解除ピン２３の他端には、その他端に設けた連結環６２を介し
て当該扉ロック装置の外部ロック解除機構が連結され、扉を開くときに外部ロック解除機
構を介して解除ピン２３を後側に引張り操作し、回転レバー２１を非係合方向（左回り；
反時計回り）に回転操作するようにしている。
【００４２】
　可動アーム２４は、その中央部から両側に両端部を同一軸線上で突出する支点軸６３を
設け、その支点軸６３の両端部を前後の軸受溝４８に回転自在に嵌め込んで、可動アーム
２４の中央部を水平方向（前後方向）の支点軸６３を介して軸受溝４８で支え、可動アー
ム２４を支点軸６３を中心にシーソー運動自在に上層１０内の左後側における上部に設置
している。可動アーム２４と対向する上層１０の底部側には第２連通孔５２がある。
【００４３】
　可動アーム２４は、その左端部から両側に両端部が突出する支点軸６３と平行なストッ
パーピン６４を設ける一方、右端部には、そこから可動アーム２４の後側に突出するバネ
座６５を設けている。板バネ２５はＬ形に折曲げられており、その一片を圧入溝４９に圧
入して、上層１０内の右後側における上部に設置している。板バネ２５の他片は圧入溝４
９から右側に延出し、その先端部を可動アーム２４のバネ座６５に下側から当接させて、
可動アーム２４の右端部を上方に常時付勢し、バネ座６５の上面を上層１０の上部側にあ
る上蓋８に押し付けると共に、ストッパーピン６４の両端部を上層１０の底部側で第２連
通孔５２の両側にある隔壁５に押し付けて、可動アーム２４を図３及び図６に示す初期位
置に保持している。
【００４４】
　上蓋８に接離するバネ座６５の上面にはクッションシート６６を貼付けて、異音の発生
を防止している。
【００４５】
　可動アーム２４の右端部には、そこから可動アーム２４の前側に突出する係合部６７を
設け、その係合部６７を可動アーム２４のシーソー運動によって、回転レバー２１よりも
上方の図３及び図６に示す非係合位置（初期位置；上昇位置）と、回転レバー２１の図７
及び図８に示す係合位置からの左回り（反時計回り）の回転動作を阻止する回転レバー２
１との図７及び図９に示す係合位置（動作位置；下降位置）の間で上下に移動させるよう
にしている。
【００４６】
　強制解除ボタン２６は、上下方向に延びる断面形状がＴ形の摺動部６８を設け、その摺
動部６８を嵌合溝５０に摺動自在に嵌め込み、上層１０内の扉側ロック爪挿入室４１と可
動アーム２４の間に設置している。
【００４７】
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　強制解除ボタン２６は、可動アーム２４の左端部を押し下げるための押圧部６９を設け
、その押圧部６９を嵌合溝５０から上層１０内に突出する摺動部６８の先端に連設し、押
圧部６９の先端部を可動アーム２４の左端部から前側に突出するストッパーピン６４の前
端部の上側に延出している。その押圧部６９の先端部上面に強制解除ボタン２６をピン状
に立設して、ロック強制解除用の操作口１９と同一軸線上に配置し、強制解除ボタン２６
の上部をロック強制解除用の操作口１９に上下方向に摺動自在に嵌め込んでいる。強制解
除ボタン２６の上部は、可動アーム２４が初期位置にあるときにロック強制解除用の操作
口１９の最奥部（最下部）に位置する。
【００４８】
　一方、箱本体７の下層１１側には、ソケット２７付きの第１スイッチ２８、ソケット３
２付きのソレノイド３３、ソケット３４付きの第２スイッチ３５を、それぞれ、位置決め
するために、図４の底面視において下層１１の底部側にある隔壁５から複数のリブ（下層
１１内の平面方向の間仕切り）を立ち上げると共に、板バネ３１の取付部である圧入溝７
０を設けている。
【００４９】
　なお、第１スイッチ２８は、扉側ロック爪２の挿入検知精度を上げるために２個を備え
ており、それに伴って押圧レバー２９、圧縮コイルバネ３０及び板バネ３１も２個ずつ備
えている。第１スイッチ２８のソケット２７は２個用のものが１個である。
【００５０】
　そして、第２スイッチ３５は、下層１１内の略中央部にリブを介して位置決めすると共
に、底蓋９で下側から押えて設置している。２個の第１スイッチ２８は、下層１１内の前
部にリブを介して位置決めすると共に、底蓋９で下側から押えて、第２スイッチ３５の前
側に前後に並べて設置している。ソレノイド３３は、下層１１内の後部にリブを介して位
置決めすると共に、底蓋９で下側から押えて、第２スイッチ３５の後側に並べて設置して
いる。
【００５１】
　第１スイッチ２８のソケット２７とソレノイド３３のソケット３２と第２スイッチ３５
のソケット３４は、何れも、上層１０の扉側ロック爪挿入室４１とは反対側となる第１ス
イッチ２８、ソレノイド３３、第２スイッチ３５の一側（図４の底面視において左側）に
取り付けられ、下層１１内の一側にリブを介して位置決めすると共に、底蓋９で下側から
押えて設置し、各ソケット２７，３２，３４によって、図２（Ｂ）に示すように、外箱４
の右側面下部に３つの異なるプラグ挿入口を設けている。
【００５２】
　押圧レバー２９は、その一側に下方を開放した筒状のバネ受７１を設け、そのバネ受７
１を前後の第１連通孔５１と対向する箱本体７の下層１１側の２位置にリブを介して上下
方向に摺動自在に嵌め込み、下層１１内における第１スイッチ２８のソケット２７と反対
側の一側上部に上下動自在に設置してる。
【００５３】
　圧縮コイルバネ３０は、押圧レバー２９のバネ受７１とその底部側にある底蓋９の間に
組み込み、押圧レバー２９を上方に常時付勢し、押圧レバー２９のバネ受７１の上面を第
１連通孔５１の周囲にある隔壁５に押し付けて、押圧レバー２９を図５に示す初期位置に
保持している。
【００５４】
　押圧レバー２９は、そのバネ受７１の上面から上方に突出し、第１連通孔５１に摺動自
在に挿通させる操作部７２を設け、その操作部７２を押圧レバー２９が図５に示す初期位
置にあるときに第１連通孔５１から上層１０の扉側ロック爪挿入室４１の底部側に突出さ
せ、扉側ロック爪２の挿入動作（押圧動作）で押圧レバー２９を押し下げるようにしてい
る。
【００５５】
　前側の第１連通孔５１から上層１０の扉側ロック爪挿入室４１の底部側に突出する前側
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の操作部７２は、扉側ロック爪挿入室４１の最上部に突出する回転レバー２１の係合部５
８と対向する。
【００５６】
　ここで、図５に示すように、外箱４内の下層１１に、操作部７２を上層１０の扉側ロッ
ク爪挿入室４１の底部側に突出させる各第１連通孔５１からの下層１１側への浸水を防ぐ
止水用のパッキン７３を２個備えている。このパッキン７３は、第１連通孔５１の周囲に
ある隔壁５に一表面を貼付け、操作部７２を挿通させる環状の例えばゴムパッキンからな
り、パッキン７３の内面を操作部７２の外面に密着させて止水をしている。
【００５７】
　板バネ３１はＬ形に折曲げられており、その一片を第１スイッチ２８のソケット２７側
の一側上部にある隔壁５に設けた圧入溝７０に圧入して、他片を第１スイッチ２８側に延
出した状態で、下層１１内の上部に設置している。板バネ３１の他片は第１スイッチ２８
の上側を通過して先端部を押圧レバー２９の先端部に下側から当接させて、押圧レバー２
９を押し下げ動作に連動する下方への撓み変形で、第１スイッチ２８の最上部にある押し
ボタン部を押し下げるようにしている。
【００５８】
　ソレノイド３３は、そのソケット３２と反対側の一側から突出する水平方向（左右方向
）の可動鉄心７４を設け、その可動鉄心７４の先端部外面に環状の係合溝７５を設けてい
る。
【００５９】
　スライドレバー３６は、その一側部に逆Ｕ字形の溝部７６を有するバネ座７７を設け、
そのバネ座７７を可動鉄心７４の係合溝７５に溝部７６を介して嵌着し、下層１１内にお
けるソレノイド３３のソケット３２と反対側の一側から第２スイッチ３５のソケット３４
と反対側の一側にわたって、可動鉄心７４と一体的に左右方向にスライド移動自在に設置
してる。
【００６０】
　ソレノイド３３は、スライドレバー３６のバネ座７７とそれに対向するソレノイド３３
の一端側のヨークとの間に組み込む復帰バネである圧縮コイルバネ７８を設け、その圧縮
コイルバネ７８で、可動鉄心７４とスライドレバー３６を可動鉄心７４の吸引方向と逆方
向に常時付勢し、可動鉄心７２の先端とスライドレバー３６をプラグ挿入口を設けた下層
１１の側壁６と反対側の側壁６に押し付けて、可動鉄心７２とスライドレバー３６を図４
及び図６に示す初期位置に保持している。
【００６１】
　可動鉄心７４の先端が接離する下層１１の側壁６部分にはクッションゴム７９を貼付け
て、異音の発生を防止している。
【００６２】
　スライドレバー３６は、可動アーム２４の操作部である押圧部８０を設け、その押圧部
８０をスライドレバー３６の一側上部から上方に突出し、第２連通孔５２を通して上層１
０の可動アーム２４の左端部より外側に突出させて、ストッパーピン６４に側方から接触
させている。押圧部８０のストッパーピン６４との接触部には、吸引方向への可動鉄心７
２の動作と同方向の押圧部７８の押圧を上方向に変換するための傾斜部８１を設け、吸引
方向への可動鉄心７２の動作で図３及び図６に示す初期位置にある可動アーム２４の左端
部を押し上げて、可動アーム２４を支点軸６３を中心にシーソー運動させるようにしてい
る。
【００６３】
　スライドレバー３６は、その他側部にバネ座８２を設け、第２スイッチ３５は、そのソ
ケット３４と反対側の一側に突出する押しボタン部に嵌着するスイッチキャップ８３を設
け、圧縮コイルバネ３７は、左右方向で相対するスライドレバー３６のバネ座８２と第２
スイッチ３５のスイッチキャップ８３の間に組み込んで下層１１内に設置し、吸引方向へ
の可動鉄心７２の動作に連動して圧縮し、第２スイッチ３５の押しボタン部を押し込むよ
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うにしている。
【００６４】
　また、本実施の形態の扉ロック装置は、外箱４に、その開口部３を開閉する蓋体８４を
備えている。
【００６５】
　蓋体８４は、合成樹脂製で矩形状に形成し、外箱４内の上層１０における扉側ロック爪
挿入室４１の最上部に設置するもので、連通部４２と反対側の蓋体８４の左側部に前後方
向の軸線を有する支点軸８５を設け、その支点軸８５の両端部を蓋体８４の前後両端部か
ら突出し、その支点軸８５の両端部を扉側ロック爪挿入室４１の前側と後側にある側壁６
と第１仕切り壁４４の上端部に同一軸線上で対向させて設けたＵ字状の軸受溝８６で回転
自在に支えると共に、その各軸受溝８６の開放上部を上蓋８で閉じて、蓋体８４を扉側ロ
ック爪挿入室４１の最上部で前後方向の支点軸８５を中心に回転自在（開閉自在）に設置
している。
【００６６】
　蓋体８４の復帰バネであるダブルトーションバネ８７を設けている。そのダブルトーシ
ョンバネ８７は、その両端部に有するコイル部を支点軸８５の両端部の外側に遊嵌し、各
コイル部の間に有するコ形の押え部を蓋体８４の下面（内面）に当接させると共に、各コ
イル部の外側に有するダブルトーションバネ８７の両端部を扉側ロック爪挿入室４１の左
側にある側壁６に当接させて、蓋体８４を上方向（閉方向）に常時付勢し、蓋体８４の上
面（外面）を上蓋８に押し付けて、蓋体８４を図３及び図５に示す初期位置、すなわち、
扉側ロック爪挿入室４１の最上部で略水平姿勢になって開口部３を閉じる閉位置に保持し
ている。
【００６７】
　また、蓋体８４の上面には、蓋体８４が図３及び図５に示す閉位置にあるときに、開口
部３に嵌め込む矩形状の嵌合部８８を設けている。
【００６８】
　さらに、蓋体８４の下面には、蓋体８４が図３及び図５に示す閉位置にあるときに、回
転レバー２１の係合部５８の先端を当接させて、回転レバー２１を図３及び図５に示す初
期位置（扉側ロック爪２との非係合位置）に保持する当接部８９を設けている。
【００６９】
　上記のように構成した本実施の形態の扉ロック装置は、例えば、扉を有し、それが閉じ
ているときに仕事をする洗濯機、乾燥機、食器洗い機等の機器本体側における戸当り部の
内側に設置し、外箱４の開口部３を戸当り部に設けた開口部に配置している。次に、本実
施の形態の扉ロック装置の動作を説明する。
【００７０】
　図２乃至図６に示す初期状態（扉が開かれて扉側ロック爪２が挿入されていないとき）
では、蓋体８４が閉位置（初期位置）に保持されており、外箱４の開口部３は閉じられて
いると共に、回転レバー２１の係合部５８の先端が閉位置にある蓋体８４の当接部８８に
当接（干渉）して、回転レバー２１は非係合位置に保持されている。
【００７１】
　そして、扉が閉じられると、扉側ロック爪２は、その先端と挿入ガイド１８との摺接で
、外箱４の開口部３へと誘導されて、その先端で閉位置にある蓋体８４を押圧し、その蓋
体８４をダブルトーションバネ８７の付勢力に抗して支点軸８５を中心に下側（内側）に
回転させながら、すなわち、蓋体８４（開口部３）を開きながら、その開口部３から外箱
４内における上層１０の扉側ロック爪挿入室４１に挿入される。
【００７２】
　その際、扉側ロック爪２の挿入動作に追従して蓋体８４の右端部（回転側端部）が連通
部４２よりも下がるまでは、回転レバー２１は、その係合部５８の先端が蓋体８４の当接
部８８や蓋体８４の右端面に当接して、蓋体８４で非係合位置に保持される（係合位置へ
の回転が規制される）が、蓋体８４の右端部が連通部４２よりも下がると、係合部５８の
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先端が連通部４２に対向する扉側ロック爪２の側面に乗り移って当接し、扉側ロック爪２
で非係合位置に保持される（係合位置への回転が規制される）。
【００７３】
　扉側ロック爪２の先端が、回転レバー２１の係合部５８を越えてさらに扉側ロック爪挿
入室４１の底部側に挿入されると、扉側ロック爪２は、その先端で、初期位置にある押圧
レバー２９の操作部７２を押圧し、押圧レバー２９を圧縮コイルバネ３０の付勢力に抗し
て押し下げ、その押圧レバー２９で板バネ３１の他片の先端部（自由端部）を下方に押し
下げ、その板バネ３１の他片を下方に撓み変形させ、その板バネ３１の他片を第１スイッ
チ２８の押しボタン部に当接させる。
【００７４】
　そして、図８に示すように、扉側ロック爪２の先端が、扉側ロック爪挿入室４１の底部
側にある隔壁５に突き当たるぐらいに挿入されると、扉側ロック爪２の係合孔１が連通部
４２に対向し、その連通部４２を開くため、回転レバー２１の係合位置への回転規制がな
くなり、回転レバー２１が、トーションバネ２２の付勢力で係合方向に回転する。これに
より、回転レバー２１の係合部５８が、連通部４２から扉側ロック爪２の係合孔１に嵌込
んだ状態で扉側ロック爪挿入室４１内に突出すると共に、回転レバー２１の係合部５８の
前後両側にある他端側左端部がストッパー４６に付き当たり、回転レバー２１が図７及び
図８に示す係合位置に保持され、扉側ロック爪２と自動係合する。すなわち、扉が閉じた
状態でロックされる。
【００７５】
　また、扉が閉じた状態でロックされたときには、蓋体８４は、扉側ロック爪２と扉側ロ
ック爪挿入室４１の右側の側壁６の間の全開位置に回転し、蓋体８４の右端部上面を扉側
ロック爪２の側面に当接した状態で、全開位置に保持され、開口部３を全開している。
【００７６】
　また、このように扉が閉じた状態でロックされたときに、扉側ロック爪２の先端で押圧
レバー２９が最も押し下げられ、その押圧レバー２９で板バネ３１の他片が最も下方に撓
み変形し、その板バネ３１の他片で第１スイッチ２８の押しボタン部が押し下げれて、第
１スイッチ２８をオンにし、その第１スイッチ２８のオン動作でロック状態（扉側ロック
爪２の完全挿入）を検知する。
【００７７】
　さらに、第１スイッチ２８のオン動作出力信号（ロック状態検知信号）に基づき、ソレ
ノイド３３の１次コイルへのパルス通電でソレノイド３３が駆動される。
【００７８】
　ソレノイド３３が駆動されると、初期位置にある可動鉄心７４が圧縮コイルバネ７８の
付勢力に抗して吸引方向に摺動し、それと一体的に、初期位置にあるスライドレバー３６
が、圧縮コイルバネ３７を圧縮し、そのバネ力を高めながら、圧縮コイルバネ７８の付勢
力に抗してスライド移動し、可動鉄心７４及びスライドレバー３６が図９に示す吸着位置
に保持される。
【００７９】
　その際、スライドレバー３６は、その押圧部８０が、初期位置にある可動アーム２４の
ストッパーピン６４を傾斜部８１を介して右側に押圧し、傾斜部８１が押圧部８０の押圧
方向を上方向に変換するため、可動アーム２４の左端部が押し上げられ、可動アーム２４
が板バネ２５の付勢力に抗してシーソー運動し、可動アーム２４の右端部にある係合部６
７が初期位置から図９に示す係合位置に下降操作される。これにより、可動アーム２４の
係合部６７が回転レバー２１と係合し、回転レバー２１の非係合位置方向への回転動作を
阻止する。すなわち、扉のロック状態が保持される。
【００８０】
　また、このように扉のロック状態が保持されたときに、スライドレバー３６が圧縮コイ
ルバネ３７を最も圧縮し、そのバネ力が第２スイッチ３５の押しボタン部に常時付勢され
ている復帰力よりも強くなり、第２スイッチ３５の押しボタン部が押し込まれ、第２スイ
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ッチ３５をオンにし、その第２スイッチ３５のオン動作でロック保持状態（扉の完全ロッ
ク）を検知する。
【００８１】
　そして、第２スイッチ３５のオン動作出力信号（扉の完全ロック信号）に基づき、洗濯
機、乾燥機、食器洗い機等を動作させるものである。
【００８２】
　なお、強制解除ボタン２６は、可動アーム２４の左端部の押し上げに連動して押し上げ
られて、ロック強制解除用の操作口１９内に押し込まれている。
【００８３】
　一方、図７乃至図９に示すロック状態（扉は閉じている）で、例えば洗濯機、乾燥機、
食器洗い機等の機器本体又は扉に設けた扉開放操作部の操作をスイッチで検知すると、そ
のスイッチの動作出力（扉の開放信号）に基づき、ソレノイド３３の２次コイル（復帰コ
イル）へのパルス通電でソレノイド３３が復帰駆動される。
【００８４】
　ソレノイド３３が復帰駆動されると、可動鉄心７４及びスライドレバー３６が圧縮コイ
ルバネ７８の付勢力で図４及び図６に示す初期位置に復帰し、そのスライドレバー３６の
復帰動作で圧縮コイルバネ３７が伸長し、そのバネ力が第２スイッチ３５の押しボタン部
の復帰力よりも弱くなり、第２スイッチ３５が図４に示す初期状態（オフ状態）に復帰す
ると共に、スライドレバー３６の押圧部８０による可動アーム２４の左端部の押圧がなく
なり、可動アーム２４の右端部が板バネ２５の付勢力で押し上げられ、可動アーム２４が
シーソー運動し、可動アーム２４の係合部６７が係合位置から図６に示す初期位置に復帰
する。これにより、回転レバー２１が非係合位置方向に回転動作できるようになる。すな
わち、扉のロック状態保持が解除される。
【００８５】
　なお、強制解除ボタン２６は、可動アーム２４の左端部の下降（右端部の押し上げ）に
連動して下降し、強制解除ボタン２６の上部がロック強制解除用の操作口１９の最奥部ま
で下降している。
【００８６】
　また、当該扉ロック装置の外部ロック解除機構による扉開放操作部と解除ピン２３との
連結で、扉のロック状態保持を解除したときに解除ピン２３が後側に引張り操作される。
【００８７】
　解除ピン２３が後側に引張り操作されると、係合位置にある回転レバー２１がトーショ
ンバネ２２の付勢力に抗して図９に示す非係合方向に回転し、初期位置（非係合位置）に
復帰し、回転レバー２１の係合部５８が扉側ロック爪２の係合孔１から抜かれて、連通部
４２から扉側ロック爪挿入室４１外に抜かれ、回転レバー２１の係合部５８と扉側ロック
爪２との係合が解除される。すなわち、扉の閉じた状態でのロックが解除される。これに
より、扉側ロック爪２が外箱４の外部に抜去可能となり、扉を開くことができるようにな
る。
【００８８】
　扉の閉じた状態でのロックが解除され、扉が開かれて、扉側ロック爪２が外箱４の外部
に抜かれると、扉側ロック爪２による押圧レバー２９の操作部７２の押圧がなくなるから
、図５に示すように、押圧レバー２９が圧縮コイルバネ３０の付勢力で初期位置に復帰し
、それに連動して板バネ３１が自身の弾性で初期位置に復帰し、第１スイッチ２８が初期
状態（オフ状態）に復帰する。
【００８９】
　また、扉側ロック爪２が外箱４の外部に抜かれるとき、蓋体８４は、その右端面を扉側
ロック爪２の先端に当接した状態で、扉側ロック爪２の抜去動作に追従してダブルトーシ
ョンバネ８７の付勢力で閉方向に回転し、扉側ロック爪２の先端が開口部３を通過するの
に伴って図３及び図５に示す閉位置に復帰する。また、回転レバー２１は、その係合部５
８の先端がトーションバネ２２の付勢力で閉位置にある蓋体８４の当接部８８に押し付け
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られて、そのまま図３及び図５に示す初期位置（非係合位置）に保持される。
【００９０】
　なお、ソレノイド３３の可動鉄心７４が吸着位置から復帰できないという故障が発生し
た場合、ロック強制解除用の操作口１９から強制解除ボタン２６を押し下げることによっ
て、可動アーム２４の左端部にあるストッパーピン６４を押し下げて、そのストッパーピ
ン６４でスライドレバー３６の押圧部８０を傾斜部８１を介して左側に押圧し、スライド
レバー３６と一体的に可動鉄心７４を初期位置に戻すことができる。すなわち、扉のロッ
ク状態保持を強制的に解除することができ、扉の閉じた状態でのロックを解除し、扉を開
くことができるようになる。
【００９１】
　以上、本実施の形態の扉ロック装置は、扉側ロック爪２を挿入する開口部３を設けた外
箱４と、その外箱４内への扉側ロック爪２の挿入動作でそれと係合するロック部材である
回転レバー２１と、その回転レバー２１との係合位置への扉側ロック爪２の挿入動作で動
作する第１スイッチ２８と、その第１スイッチ２８の動作出力に基づいて可動鉄心７４を
吸引するソレノイド３３と、吸引方向への可動鉄心７４の動作で回転レバー２１と係合し
てその扉側ロック爪２との非係合位置への動作を阻止するロック保持部材であるシーソー
形の可動アーム２４と、その可動アーム２４と回転レバー２１とが係合する吸引位置への
可動鉄心７４の動作で動作する第２スイッチ３５を備え、外箱４が、開口部３を開閉する
蓋体８４を備え、その蓋体８４が、復帰バネであるダブルトーションバネ８７で閉方向に
常時付勢されて開口部３を閉じ、外箱４内への扉側ロック爪２の挿入動作で開動して開口
部３を開くから、扉側ロック爪２が挿入されていないとき（扉が開いているとき）は、蓋
体８４が、常時開口部３を閉じて、外箱４の開口部３から内部に水が入るのを抑えること
ができる。
【００９２】
　さらに、外箱４は、その上面に開口部３を設けると共に、内部を上下２層１０，１１に
仕切る隔壁５を設け、上層１０に回転レバー２１及び可動アーム２４を設置し、下層１１
に各スイッチ２８，３５及びソレノイド３３を設置する、すなわち、外箱４内を上下２層
１０，１１にし、開口部３がある上層１０と仕切られた下層１１に電装部品２８，３５，
３３を設置する構成を採用することにより、外箱４の開口部３から内部に水が入っても、
それが電装部品２８，３５，３３へ伝い漏電する可能性を低減できる。
【００９３】
　また、外箱４は、隔壁５とその周縁から上下両側に延びる側壁６を設けた断面形状がＨ
形の箱本体７と、その箱本体７の開放上面を覆うと共に、開口部３をコーナー部に片寄せ
て設けた上蓋８と、箱本体７の開放下面を覆う底蓋９からなる構成を採用することにより
、従来の１層構造の外箱を２つ一体化して構成するものに比べ、より少ない部品点数で外
箱４内を上下２層化でき、その上下２層化による装置高さの増大を抑えることができる。
また、上下層間での構成部品の位置精度が良く、上下層間での動作伝達がスムーズで良好
な動作特性を得ることができる。
【００９４】
　また、外箱４は、回転レバー２１との係合位置への扉側ロック爪２の挿入動作で押し下
げる第１スイッチ２８の操作部７２を開口部３と対向する上層１０の底部側に突出させる
上下層間の第１連通孔５１を隔壁５に設け、その第１連通孔５１からの下層１１側への浸
水を防ぐパッキン７３を備える構成を採用することにより、外箱４の開口部３から内部に
水が入っても、それが電装部品２８，３５，３３へ伝い漏電する可能性をさらに低減でき
る。
【００９５】
　また、外箱４は、可動鉄心７４の動作に連動して動作する可動アーム２４の操作部８０
を可動アーム２４と対向する上層１０の底部側に突出させる上下層間の第２連通孔５２を
隔壁５に設け、その第２連通孔５２の開口位置が、第１連通孔５１の開口位置より上方で
ある構成を採用することにより、外箱４の開口部３から内部に水が入っても、それが電装
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部品２８，３５，３３へ伝い漏電する可能性をさらに低減できる。
【００９６】
　また、外箱４は、上層１０のコーナー部を仕切って開口部３の下側に扉側ロック爪挿入
室４１を形成すると共に、その扉側ロック爪挿入室４１の一側をその最上部で扉側ロック
爪挿入室４１外に連通させる扉側ロック爪挿入室４１内外の連通部４２を設け、その連通
部４２から扉側ロック爪挿入室４１に扉側ロック爪２との回転レバー２１の係合部５８を
突出させる構成を採用することにより、連通部４２が扉側ロック爪挿入室４１の一側の最
上部にあり、しかも、ロック状態では連通部に回転レバー２１の係合部５８が嵌り込み栓
機能を発揮するから、浸水を上層１０の扉側ロック爪挿入室４１に止め、外箱４の開口部
３から内部に水が入っても、それが電装部品２８，３５，３３へ伝い漏電する可能性をさ
らに低減できる。
【００９７】
　また、外箱４は、扉側ロック爪挿入室４１外の上層１０を連通部４２の近傍で部分的に
下層１１よりも外側に張り出す張出部５３を形成し、その張出部５３の底部側にドレン孔
５４を設ける構成を採用することにより、上層１０の扉側ロック爪挿入室４１から連通部
４２を通して扉側ロック爪挿入室４１外に浸水しても、連通部４２の近傍にあるドレン孔
５４から直ちに外箱４の外部に排水でき、外箱４の開口部３から内部に水が入っても、そ
れが電装部品２８，３５，３３へ伝い漏電する可能性をさらに低減できる。
【００９８】
　また、第１連通孔５１から開口部３と対向する上層１０の底部側に突出させる操作部７
２を設けた第１スイッチ２８の操作部材である押圧レバー２９を備え、その押圧レバー２
９は、その先端部を扉側ロック爪挿入室４１の底部側にある隔壁５の外側に延出させる構
成を採用することにより、第１スイッチ２８を扉側ロック爪挿入室４１の下側を避けた位
置で下層１１に設置でき、外箱４の開口部３から内部に水が入っても、それが第１スイッ
チ２８へ伝い漏電する可能性をさらに低減できる。
【００９９】
　さらに、蓋体８４は、開口部３を閉じているときに、回転レバー２１の係合部５８を当
接させて扉側ロック爪２との非係合位置に保持する当接部８９を設け、回転レバー２１の
初期位置を扉側ロック爪２との非係合位置とする構成を採用することにより、扉側ロック
爪２を挿入するときは、回転レバー２１が扉側ロック爪２との非係合位置にあり、回転レ
バー２１の初期位置を扉側ロック爪２との係合位置とする構成に比べ、より小さい挿入力
でスムーズに扉側ロック爪２を挿入することができる。
【０１００】
　またさらに、第１スイッチ２８は、複数個（２個）を備えると共に、回転レバー２１と
の係合位置への扉側ロック爪２の挿入動作で押し下げる各第１スイッチ２８ごとの複数の
操作部７２を開口部３と対向する上層１０の底部側の異なる複数箇所に突出させる上下層
間の複数の第１連通孔５１を隔壁５に設け、全ての第１スイッチ２８の動作出力、すなわ
ち全ての第１スイッチ２８のアンド出力で、ソレノイド３３が可動鉄心７４を吸引する構
成を採用したことにより、扉側ロック爪２の先端部に高低差が付くような姿勢で扉側ロッ
ク爪２が外箱４内へ挿入されて、回転レバー２１が扉側ロック爪２と未係合の状態でソレ
ノイド３３が可動鉄心７４を吸引する等の扉ロック装置の誤動作、それによる扉ロック装
置の故障を確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の一実施の形態に係る扉ロック装置の分解図である。
【図２】（Ａ）は同扉ロック装置の平面図、（Ｂ）は同扉ロック装置の側面図である。
【図３】同扉ロック装置の上蓋除去状態の平面図である。
【図４】同扉ロック装置の底蓋除去状態の底面図である。
【図５】同扉ロック装置のロック機構部の断面図である。
【図６】同扉ロック装置のロック保持機構部の断面図である。
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【図７】同扉ロック装置のロック解除状態を示す上蓋及び蓋体除去状態の平面図である。
【図８】同扉ロック装置のロック状態を示すロック機構部の断面図である。
【図９】同扉ロック装置のロック状態を示すロック保持機構部の断面図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　２　扉側ロック爪
　４　外箱
　５　隔壁
　６　側壁
　７　箱本体
　８　上蓋
　９　底蓋
　１０　上層
　１１　下層
　２１　回転レバー（ロック部材）
　２４　可動アーム（ロック保持部材）
　２８　第１スイッチ
　３３　ソレノイド
　３５　第２スイッチ
　４１　扉側ロック爪挿入室
　４２　連通部
　５１　第１連通孔
　５２　第２連通孔
　５３　張出部
　５４　ドレン孔
　７２　操作部
　７４　可動鉄心
　８０　押圧部（操作部）
　８４　蓋体
　８７　ダブルトーションバネ（復帰バネ）
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